




※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は、表記保証料率に０.２５％または０.４５％が上乗せされる。

１０年
（据置１年）

不動産取得（創業）

２年
（更新可）

金融機関所定
原則法人

代表者のみ

原則不要

秋田銀行
北都銀行
秋田信用金庫
羽後信用金庫
秋田県信用組合（※１）
みずほ銀行
青森みちのく銀行
七十七銀行
東北銀行
岩手銀行（※２）
北日本銀行
山形銀行
荘内銀行
きらやか銀行
商工組合中央金庫（※２）
かづの農協（※２）

（※１）カードminiのみ
（※２）当貸のみ

　継続型短期融資保証

　経営承継借換関連保証 承継借換 不要

１０年
（据置１年）

２億８，０００万円

年 １.９０％以内

年 １.９０％以内
（活性化協議会及び事業承継・引継ぎ
支援センターの確認を受けた者は年

１.１５％以内）

必要に応じ金融機関所定

不要

　事業承継サポート保証 事業承継サポート

年 １.００％以内

順風満帆
２０年

（据置１年）
※特に必要と認めた場合は据置２年

金融機関所定
※通常の保証付金利より低い

　　金利を適用する

年 １.８０％以内
※SN４号の場合は０.８８％
SN５号の場合は０.７６％

　特定経営承継準備関連保証

　事業承継特別保証

必要に応じ

１５年
（据置２年）

年 １.１５％以内
原則法人

代表者のみ

　協調支援型特別保証 協調特別 ２億８，０００万円
１０年

据置 運転１年
　　 設備３年

金融機関所定 年 １.４３％以内
原則法人

代表者のみ

約定書締結金融機関

金融機関所定

　経営力強化保証

　事業再生計画実施関連保証

　事業再生計画実施関連保証
　（経営改善・再生支援強化型）

　流動資産担保融資保証

経
保
免
除

　経営承継準備関連保証事
業
承
継
関
連

　事業者選択型経営者保証
　非提供促進特別保証

　財務要件型無保証人保証

　経営承継関連保証

　特定経営承継関連保証

　モニタリング強化型特別保証

金融機関及び認定支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行及
び進捗の報告を行う中小企業者

認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画等に従って事業再
生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者

事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者
※棚卸資産を担保とする場合は法人に限る

一定の要件を満たし、信用保証料率の上乗せ（０.２５％又は０.４５％）により経営者保証
を不要とした取り扱いを希望する法人

一定の財務要件を満たす法人

改善サポ経再 年 ０.４０％以内

財務型無保証人 ２億８，０００万円
７年

（据置１年）
年 １.９０％以内

国補助選択型 ８，０００万円
※SN４号または５号の場合は別枠８，０００万円

流動資産 ２億円
１年

（更新可）
金融機関所定 年 ０.６８％以内

在庫または
売掛債権のみ

不要

経営力強化 ２億８，０００万円

運転 ５年、設備 ７年

既往借入金借換 １０年
（いずれも据置１年）

年 ２.６０％以内
※SN４号の場合は年１.２８％以内、

SN５号の場合は年１.１６％以内

不要

必要に応じ

不要

金融機関所定

特定経営承継 原則認定中小
企業者のみ

承継特別

必要に応じ 原則法人
代表者のみ

経改サポート ２億８，０００万円

２億８，０００万円

金融機関所定

金融機関所定

必要に応じ 原則法人
代表者のみ

金融機関所定 年 １.７５％以内

創
業
関
連

特定経営承継準備 年 １.１５％以内
他の中小

企業者のみ

　スタートアップ創出促進保証 ＳＳＳ保証 ３，５００万円
１０年（据置１年）

※プロパー残高あり（または同時実行）
の場合は据置３年

年 １.０８％以内 不要 不要

経営承継 原則法人
代表者のみ

運転 １０年

設備 １５年

運転 １０年

設備 １５年
（いずれも据置１年）

原則法人
代表者のみ

　経営相談付長期設備資金保証

　米国関税措置対応特別保証

モ二特別 ２億８，０００万円
１０年

　据置 運転１年
　　　　 設備３年

金融機関所定 年 ０.９５％以内 必要に応じ 原則法人
代表者のみ

１０年
（据置１年）

必要に応じ年 １.９０％以内金融機関所定

年 １.６２％以内

原則法人代表者又
は他の中小企業者

のみ

根
保
証

経営承継準備

当貸 １００万円以上

２億８，０００万円以内
　当座貸越（貸付専用型）根保証

　創業者不動産取得支援保証 ２０年
（据置１年）

１億円 必要

制　度　名　 保　証　対　象　者

次の全ての要件を満たす中小企業者
①申込金融機関からのプロパー借入がある
②法人：直近決算において経常利益を計上している
　 個人：直近の確定申告における申告所得金額が２００万円以上

年 １.８０％以内
※SN１～４、６号の場合は０.７８％

SN５、７号の場合は０.６６％

主な保証制度一覧　（国制度・協会制度）

保証金額
５，０００万円

までは原則不要

カードｍｉｎｉ

１００万円以上

２，０００万円以内
カードローン

　事業者カードローン
　当座貸越根保証

必要に応じ

継続短期
年 １.８０％以内

（無担保の場合）
※有担保の場合は年１.７５％

年 １.７５％以内

必要に応じ

SDGs型

１年
※初回利用時において、終期を決算申

告期限から概ね２ヵ月以内とする
年 １.６５％以内

　小規模企業者カードローン
　当座貸越根保証

３０万円以上

３００万円以下
※直近決算の平均月商の３ヵ月以内

米国関税対応 ５，０００万円
原則法人

代表者のみ

創業カードｍｉｎｉ

令和８年４月１日現在

略　　称 借入限度額 保証期間 借入利率
保証料率

（企業負担）
担　　保 連帯保証人

２，０００万円以上

２億８，０００万円以内

原則法人
代表者のみ

原則法人
代表者のみ

１００万円以上

８，０００万円以内
※直近決算の平均月商の２倍以内

取扱金融機関 

約定書締結金融機関

上記に該当し、かつ持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に賛同のうえ目標達成のために独自
の取組を継続的に行うまたは行おうとする者

県内で事業を営み、原則、専門家による経営相談を受けられる者

県内で事業を営み、米国の追加・相互関税措置により経営の安定に支障が生じる、また
は生じる恐れのある者

１５年
（据置１年）

１５年
（据置３年）

創業後１年以上経過し、かつ次の全てを満たす者
①常時使用する従業員が２０名（商業・サービス業は５名）以下
②同一事業の経歴が１年以上で、１期以上の決算を行っている
③最近２年間のいずれかの決算で利益を計上、あるいは最近の決算で債務超過でない
④申込金融機関が償還能力ありと認め、今後とも支援育成していきたい先である
⑤本制度を含め事業者カードローン当座貸越根保証の利用がないこと

創業後１年未満または創業後１年を経過しているが決算期未到来であり、かつ上記①・
④・⑤を満たし、「創業計画書（創業カードローン用）」及び「事業を開始していることを確
認できる書類」を提出できる者

次の全てを満たす中小企業者
①同一事業の業歴が３年以上であり、２期以上の決算（または確定申告）を行っている
②申込金融機関との与信取引が６ヶ月以上ある
③次のいずれかに該当する者　※（３）（４）は個人の場合のみ
（１）保証申込直前期の決算におけるＣＲＤを活用した保証協会によるスコアリングが本
制度要領に定める基準以上
（２）金融機関の信用スコアリングが前記（１）ＣＲＤ基準と同等以上
（３）確定申告が青色申告であり、保証申込直前期の決算において申告所得（当貸の場
合は申告所得３００万円以上）を計上し、かつ自己名義の不動産を所有
（４）＜当貸のみ＞確定申告が青色申告であり、保証申込直前期の決算において申告所
得１００万円を計上し、不動産等物的担保の提供がある

県内で事業を営み、かつ事業開始後１年未満の者

これから事業を開始する又は事業を開始した日以後５年を経過していない法人及び分
社化を行う者
※税務申告１期未終了の場合は、創業資金総額の１／１０の自己資金が必要
経営承継円滑化法第１２条第１項各号の規定による経済産業大臣の認定を受けた者
事業承継に伴い、会社又は個人である中小企業者が株式・事業用資産等を取得する必
要がある場合　※会社又は個人である中小企業者による自社株式等取得資金など

事業承継に伴い、新たな代表者が株式・事業用資産等を取得する必要がある場合
※前代表者が所有する株式等取得資金など

他の中小企業者が事業承継を行うため、当該承継に不可欠な株式・事業用資産等を取
得する場合　※M＆Aによる株式等取得資金など

事業を営んでいない個人が経営承継を行うため、当該承継に不可欠な株式・事業用資
産等を取得する場合　※ＭＢＯ、ＥＢＯ等による株式等取得資金など

３年以内に事業承継を予定している又は令和７年３月末までに事業承継済みで事業承
継日から３年を経過しておらず、一定の財務要件等を満たす中小企業者

経営承継円滑化法第１２条第１項第１号二の規定による経済産業大臣の認定を受けて
おり、かつ、「法人・個人の分離がなされていること」「返済緩和している借入金がないこ
と」の要件を満たす者
事業会社の発行済議決権株式総数の３分の２以上を持株会社が保有する旨の事業承
継計画を策定している等の要件を満たす者
（持株会社が事業会社の株式を集約するための資金を調達する場合）

認定支援機関との連携により、月次で財務状況等を把握し、経営状況等の報告を行う
中小企業者 ※当該認定支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関か
らの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が５割以上で
あるものに限る

申込金融機関から本保証付き融資の実行と同時に本保証付き融資額の１割以上（融資
期間１２か月以上）のプロパー融資を受ける中小企業者または申込金融機関の支援を
受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企
業者




